
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

二

三

八

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
三
八
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

河

村

建

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
の
年
金
の
裁
定
（
以
下
「
年
金
の
裁
定
」

と
い
う
。
）
を
変
更
す
る
処
理
（
以
下
「
裁
定
変
更
処
理
」
と
い
う
。
）
の
申
出
を
受
け
付
け
た
後
、
こ
れ
を
社
会
保
険
業

務
セ
ン
タ
ー
に
進
達
し
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
裁
定
変
更
処
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
裁
定
変
更
処
理
の
後
、
遅
く
と
も
二
か
月
以
内
に
支
払
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
業
務
部
に
お
い
て
、
派
遣
職
員
を
含
め
約
二
百
人
の
職
員
で
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

年
金
額
計
算
自
体
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
裁
定
変
更
処
理
に
伴
う
年
金
額
の
計
算
に
必
要
な
諸
条
件

一



に
つ
い
て
は
、
職
員
に
よ
る
審
査
が
必
要
で
あ
る
。

六
及
び
九
に
つ
い
て

年
金
の
裁
定
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
新
規
の
も
の
に
係
る
処
理
を
行
い
、
社
会
保
険
業
務
セ

ン
タ
ー
業
務
部
に
お
い
て
裁
定
変
更
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

現
在
、
派
遣
職
員
を
含
め
約
二
百
人
の
職
員
が
、
裁
定
変
更
処
理
の
内
容
に
応
じ
て
業
務
を
分
担
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
本
年
七
月
に
お
い
て
、
一
日
当
た
り
約
千
百
件
で
あ
る
。
な
お
、
社
会
保
険
オ
ン
ラ
イ
ン

シ
ス
テ
ム
へ
の
入
力
と
年
金
額
計
算
は
一
連
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

二


